
令和８年度市民がつくる自主講座募集要項 

 

令和８年３月 

小金井市公民館 

 

小金井市公民館市民がつくる自主講座取扱要領第１０条の規定に基づき、本事

業の施行について必要な事項を以下のとおり定める。 

 

１ 募集要件 

 企画申請は、１団体または個人で 1 件とします。 

⑴ 申請に際しては、以下の条件を全て満たしていることが必要です。 

ア 申請者は、主に市内で活動している団体（営利を目的とした団体を除

く）又は市内在住・在勤・在学の個人であり、企画、運営、広報等を自主

運営で行えること。 

イ 市報等で広く受講者を公募すること。 

ウ 材料費等の実費負担を除いて、参加費は無料とすること。 

エ 企画の問合せ、受講申込（保育申込を含む。）の受付を、申請者が行うこ

と。 

オ 市の個人情報保護ルールを順守すること。(８．個人情報保護を参照) 

カ 講座は１回につき２時間とすること。連続講座を企画する場合は、３回

を限度とする。ただし、同一内容の講座を繰り返すことは出来ない。 

キ 公民館の利用方法を遵守すること。 

ク 過去に５回以上、当講座を利用していないこと。 

ケ 公民館から変更協力があった場合、相談に応じること。 

 ⑵ 市民がつくる自主講座は、市の主催事業に準じた取り扱いとなります。特

定の思想、偏った内容とならないよう、中立公正な内容、説明になるようご

留意ください。以下に該当する場合は、本事業の対象となりません。 

ア 営利を目的とするもの 

イ 特定の政党・政治団体の利害に関する活動及び宗教活動 

ウ 法令又は公序良俗に反するもの 

エ 偏った思想や内容を紹介または体験するもの 

オ 明確な根拠、立証等が得られない内容を紹介または体験するもの 

カ 会員・関係者のみを対象としたもの 



キ 営利事業、営利活動への勧誘につながるおそれのあるもの 

 

２ 申請受付 

申請は、令和８年３月２日(月)から令和８年４月３日(金)までの期間（土・

日・祝・休館日を除く。）午前９時から午後５時まで公民館本館窓口で受け付け

ます（インターネットによる受付は出来ません）。令和８年４月３日までに提出

された申請書は、令和８年４月下旬開催の公民館運営審議会において審査を経

て決定されます。 

令和８年４月６日(月)以降、回数に余裕がある場合は令和８年４月３０日

(木)まで公民館本館窓口で受け付けます（インターネットによる受付は出来ま

せん）。この期間に申請された場合は、令和８年６月中旬開催の公民館運営審議

会において審査を経て決定されます。この際、上記１⑴クは適用されません。

但し、講座は１回２時間とし、連続講座は実施できません。 

「市民がつくる自主講座申請書（以下「申請書」という。）」及び「企画説明

シート」に必要事項を記入して提出してください。提出時、または後日提出内

容を調整させていただく場合がありますのでご協力を願います。 

申請書を提出する場合は、令和８年度市民がつくる自主講座募集要項（本

紙）の内容を必ず確認してください。 

 

３ 申請書類の配布 

申請書類は、申請受付期間中、公民館窓口での配布及び公民館ホームページ

からダウンロードが可能です。 

 

４ 説明会 

以下の日程で、説明会を「公民館本館」にて同一内容で実施しますので、可

能な限り参加してください。説明会の参加は事前予約制とします。予約の連絡

は、「公民館本館」で電話、Ｅメール（タイトルを「自主講座説明会参加希望」

としてください）または直接窓口にて受け付けます。説明会事前予約の申込期

間は、各回開催の２日前（該当日が土・日・祝日の場合よく平日）午後５時ま

でとします。締切日までに予約が無かった回は、説明会を開催しません。 

  



 

日にち ２月２２日（日） ２月２５日（水） ３月３日（火） 

時 間 午前１０時～１１時 午後６時～７時 午後２時～４時 

受付締切 ２月２０日（金） ２月２７日（金） 

 

５ 結果通知 

応募に対する審査結果は、令和８年４月３日までに提出された申請は令和８年

５月中旬を目途に、令和８年４月４日以降令和８年４月３０日までに提出された

申請は令和８年７月中旬を目途に文書により通知します。 

 

６ 公民館の協力 

  企画の承認通知後、公民館は以下の内容について協力します。 

⑴ 公民館施設を優先で予約します。開催月の３ヶ月までは公民館の部屋を優先

して予約します。それ以降は、空いている時間帯での予約となります。 

⑵ 公民館事業の支払い基準に準じて、講師・保育士の謝礼を負担します。講師

謝礼は１講座につき講師１名までを上限とします。保育士謝礼は期限までに保

育の申込があった場合に負担します。 

⑶ 講座開催の記事を市報及び公民館ホームページに掲載します。掲載は 1 企画

1 回とします。 

⑷ 公民館の講座紹介コーナーにチラシを設置（掲出を含む。）します。 

チラシ内容について公民館から修正依頼があった場合にはご協力をお願い

します。 

 ⑸ 必要に応じ、学校・保育園・発達支援センター・児童館・保健センターへの

チラシ配布に協力します（学童保育所、私立・都立・国立施設には配布できま

せん。配布方法等詳細は、別途公民館本館にご相談ください）。 

⑹ 公民館の印刷機器の使用料を免除し、使用する紙（Ａ４再生紙。以下「用紙」

という。）を提供します。ただし、印刷、製本等は申請者が行ってください。

印刷機は、白黒印刷のみとなります。なお、印刷については、事前に十分余裕

をもって行ってください。 

ア チラシ（印刷機を使用。１企画につき原稿１枚、用紙１００枚まで） 

イ 講座資料（１講座につき、受講者１人用紙５枚まで） 

⑺ 視聴覚機材 (マイク、アンプ、プロジェクター等)を優先で予約します。使用



を希望する際は、実施決定後速やかに公民館へご相談ください。ただし、講座

当日まで１か月を切ると一般予約扱いとなります。 

事前の動作確認、運搬、設置等は申請者が行ってください。 

⑻ 公民館の保育用の玩具を貸し出します。運搬及び玩具を使用する前後の消毒

は申請者が行ってください。 

 

７ 申請事業の変更 

申請事業の承認後に、事業実施を中止又は内容を変更しようとするときは、必

ず計画変更申請書を公民館長へ提出してください。原則として、承認通知に記載

された企画内容の大幅な変更は認められません。 

計画変更申請書の提出があった場合、その内容を改めて審査し、その結果を申

請者に通知します。 

 

８ 個人情報の保護 

個人情報保護法及び小金井市電子情報資産の安全管理対策に関する規程に基

づき収集する個人情報の保護に関し以下を順守すること。 

なお、承認決定後に公民館本館に「個人情報保護に関する誓約書」を提出して

ください。 

⑴ 個人情報の収集は、講座実施に必要なもののみとすること 

⑵ チラシ、ポスター作成時、必ず「収集した個人情報は、本講座実施以外の目

的には使用しません。」の文言を記載すること。 

⑶ 実務上知り得た情報等について、講座実施期間中及び講座終了後も一切他に

漏らしたり提供しないこと。 

⑷ 収集した個人情報について、講座が終了次第、迅速かつ確実に公民館に提出

又は廃棄・消去すること。 

⑸ 収集した個人情報について、講座実施の用途以外には使用しないこと。 

⑹ その他、企画実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律及びその他諸

法令等を遵守すること。 

 

９ 注意事項 

⑴ 「市民がつくる自主講座」事業について、申請から承認までは公民館本館が

行い、事業実施や協力については公民館緑分館が行います。 

⑵ 応募者多数の際は、内容を精査の上、過去に本講座を実施していない申請者



を優先します。 

⑶ 企画実施にあたり指定された締切を厳守してください。 

⑷ チラシ、ポスター作成時は公民館が指定する「個人情報の取り扱い」文言を

記載するとともに、タグのプロパティを削除してください。 

⑸ 公民館以外の市施設へ掲示物を掲示したい場合は、必ず公民館本館へ相談し

てください。 

⑹ 市民掲示板の使用はできません。 

⑺ 保育付き講座の保育士手配は、原則申請者が行ってください。 

⑻ 手配する保育者は、保育有資格者もしくは資格取得中である者、子育て経験

のある成人（１８歳以上）としてください。 

⑼ 申込は原則「多数抽選」としてください。 

⑽ 講座当日の準備・撤収は、講座のために確保された時間を厳守してください。 

⑾ 公民館主催講座に準ずる講座として実施するため、公民館職員が必ず立ち会

います。 

⑿ 企画者による講座アンケートをおこなう場合は、事前に公民館に相談いただ

くとともに、個人情報の取得は行わないでください。 

⒀ 講座終了後、概ね 1 週間程度で「市民がつくる自主講座実施報告書」並びに

「保育報告書」（実施した場合）を公民館緑分館に提出してください。 

⒁ その他、公民館からの確認事項等が発生した場合は、速やかにご協力をお願

いします。 

⒂ 本事業実施に関し疑義が生じた場合は、申請者と公民館で真摯に話合い、解

決するものとします。 

⒃ この要項に定めるもののほか、本事業実施に関し疑義が生じた場合、必要に

応じ要件等を追加する場合があります。 

 

10 この要項は、令和８年度に実施する本事業に関する事項に適用し、令和９年３

月３１日にその効力を失うものとします。 


